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【手続補正書】
【提出日】平成20年12月19日(2008.12.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下記の成分を含む耐摩耗性添加剤組成物：
　（ａ）少なくとも一種の酸性亜リン酸エステル化合物、
　（ｂ）少なくとも一種の中性亜リン酸エステル化合物、
　ただし、（ａ）と（ｂ）との比は１．０：１０．７乃至２．０：１．０である。
【請求項２】
　酸性亜リン酸エステル化合物が、亜リン酸水素二炭化水素エステルである請求項１に記
載の耐摩耗性添加剤組成物。
【請求項３】
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　亜リン酸水素二炭化水素エステルが、亜リン酸水素ジアルキルである請求項２に記載の
耐摩耗性添加剤組成物。
【請求項４】
　亜リン酸水素ジアルキルが、亜リン酸水素ジラウリルである請求項３に記載の耐摩耗性
添加剤組成物。
【請求項５】
　中性亜リン酸エステル化合物が、亜リン酸三炭化水素エステルである請求項１に記載の
耐摩耗性添加剤組成物。
【請求項６】
　亜リン酸三炭化水素エステルが、亜リン酸トリアルキルである請求項５に記載の耐摩耗
性添加剤組成物。
【請求項７】
　亜リン酸トリアルキルが、亜リン酸トリラウリルである請求項６に記載の耐摩耗性添加
剤組成物。
【請求項８】
　（ａ）と（ｂ）との比が、１．０：１０．１乃至１．６：１．０である請求項１に記載
の耐摩耗性添加剤組成物。
【請求項９】
　（ａ）と（ｂ）との比が、１．０：９．９乃至１．０：１．６である請求項８に記載の
耐摩耗性添加剤組成物。
【請求項１０】
　（ａ）と（ｂ）との比が、１．０：９．１乃至１．０：３．０である請求項９に記載の
耐摩耗性添加剤組成物。
【請求項１１】
　潤滑粘度の油と請求項１乃至１０の内のいずれかの項に記載の耐摩耗性添加剤組成物と
を含む潤滑油組成物。
【請求項１２】
　下記の工程からなる耐摩耗性添加剤パッケージの製造方法：
　少なくとも一種の酸性亜リン酸エステル化合物を、少なくとも一種の中性亜リン酸エス
テル化合物と混合する、
　ただし、酸性亜リン酸エステル化合物と中性亜リン酸エステル化合物との比は、１．０
：１０．７乃至２．０：１．０である。
【請求項１３】
　下記の工程からなる潤滑油組成物の製造方法：
　潤滑粘度の油を、少なくとも一種の酸性亜リン酸エステル化合物および少なくとも一種
の中性亜リン酸エステル化合物と、逐次にもしくは同時に混合する、
　ただし、酸性亜リン酸エステル化合物と中性亜リン酸エステル化合物との比は、１．０
：１０．７乃至２．０：１．０である。
【請求項１４】
　接触する金属部品を請求項１１に記載の潤滑油組成物を用いて潤滑を行なうことからな
る金属部品の摩耗低減方法。
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